
一
頁

政
令
第
二
百
十
七
号

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
国
際
約
束
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

11
一

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定

二

日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務

の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
政
府
と
の
間
の
協
定

附

則

（
施
行
期
日
）



二
頁

１

こ
の
政
令
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物

品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
政
府
と
の
間

の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。



三
頁

理

由

日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相

互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
伴

い
、
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
我
が
国
以
外
の
国
の
軍
隊
の
船
舶
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
軽
油
を
譲
渡
す
る
場
合
に
お
け

る
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
の
対
象
と
な
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
と
し

て
、
同
協
定
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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